
企 画 総 務 委 員 会 

平成３０年１２月６日 

職員の自己啓発等休業に関する条例付則第３項の規定による職員の給与に関する条例

（昭和３３年墨田区条例第１９号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （休職者等の給与） 

第２３条 〔略〕 

２ 法第５５条の２第５項の規定により休職

となった職員、法第２６条の５第１項の規

定による自己啓発等休業中の職員、法第２

６条の６第１項の規定による配偶者同行休

業中の職員及び育児休業法第２条第１項の

規定による育児休業中の職員（以下「育児 

 休業中の職員」という。）には、その休職、

 自己啓発等休業、配偶者同行休業又は育児 

 休業の期間中、いかなる給与も支給しない。

３ 〔略〕 

 〔同左〕 

第２３条 〔略〕 

２ 法第５５条の２第５項の規定により休職

となった職員、法第２６条の６第１項の規

定による配偶者同行休業中の職員及び育児

休業法第２条第１項の規定による育児休業

中の職員（以下「育児休業中の職員」とい

う。）には、その休職、配偶者同行休業又

は育児休業の期間中、いかなる給与も支給

しない。 

 

３ 〔略〕 
  

 

職員の自己啓発等休業に関する条例付則第４項の規定による職員の退職手当に関する

条例（昭和３３年墨田区条例第２２号）の一部改正（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （退職手当の調整額） 

第１０条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間

のある月（第１号から第８号までに掲げる

期間のある月にあっては現実に職務に従事

することを要する日のあった月を除き、第

９号に掲げる期間のある月にあっては育児

短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１１０号）そ

の他の法律の規定による育児短時間勤務及

び育児短時間勤務の例による短時間勤務を

いう。以下同じ。）の期間以外の期間にお

ける現実に職務に従事することを要する日

のあった月を除く。）をいう。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

 ⑸ 自己啓発等休業（地方公務員法その他

の法律の規定による自己啓発等休業をい

う。次条第４項において同じ。）の期間 

 ⑹ 配偶者同行休業（地方公務員法その他

 〔同左〕 

第１０条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 第２項の休職月等とは、次に掲げる期間

のある月（第１号から第７号までに掲げる

期間のある月にあっては現実に職務に従事

することを要する日のあった月を除き、第

８号に掲げる期間のある月にあっては育児

短時間勤務等（地方公務員の育児休業等に

関する法律（平成３年法律第１１０号）そ

の他の法律の規定による育児短時間勤務及

び育児短時間勤務の例による短時間勤務を

いう。以下同じ。）の期間以外の期間にお

ける現実に職務に従事することを要する日

のあった月を除く。）をいう。 

 ⑴～⑷ 〔略〕 

   〔新設〕 

 

 

 ⑸ 〔同左〕 



の法律の規定による配偶者同行休業をい

う。次条第４項において同じ。）の期間 

 ⑺ 教育公務員特例法第２６条第１項の規

定による大学院修学休業の期間 

 ⑻ 育児休業（地方公務員の育児休業等に

関する法律その他の法律の規定による育 

  児休業をいう。次条第４項において同 

  じ。）の期間 

 ⑼ 育児短時間勤務等の期間 

５～７ 〔略〕 

 （勤続期間の計算） 

第１１条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 前３項の規定による在職期間のうち、前

条第４項に規定する休職月等が１月以上あ

ったときは、その月数の２分の１に相当す

る月数（育児休業をした期間及び育児短時

間勤務等をした期間については、３分の１

に相当する月数、地方公務員法第５５条の

２第１項ただし書に規定する事由又はこれ

に準ずる事由により現実に職務に従事する

ことを要しなかった期間、自己啓発等休業

をした期間（その期間中の同法第２６条の

５第１項に規定する大学等課程の履修又は

同項に規定する国際貢献活動の内容が公務

の能率的な運営に特に資するものと認めら

れることその他の規則で定める要件に該当

しない場合における当該自己啓発等休業の

期間に限る。）及び配偶者同行休業をした

期間については、その月数）を前３項の規

定により計算した在職期間から除算する。

ただし、無罪の判決が確定した場合におけ

る刑事休職の期間については、この限りで

ない。 

５～８ 〔略〕 

 

 

 ⑹ 〔同左〕 

 

 ⑺ 〔同左〕 

 

 

 

 ⑻ 〔同左〕 

５～７ 〔略〕 

 〔同左〕 

第１１条 〔略〕 

２・３ 〔略〕 

４ 前３項の規定による在職期間のうち、前

条第４項に規定する休職月等が１月以上あ

ったときは、その月数の２分の１に相当す

る月数（育児休業をした期間及び育児短時

間勤務等をした期間については、３分の１

に相当する月数、地方公務員法第５５条の

２第１項ただし書に規定する事由又はこれ

に準ずる事由により現実に職務に従事する

ことを要しなかった期間及び配偶者同行休

業をした期間については、その月数）を前

３項の規定により計算した在職期間から除

算する。ただし、無罪の判決が確定した場

合における刑事休職の期間については、こ

の限りでない。 

 

 

 

 

 

 

 

５～８ 〔略〕 
  

 

 


